
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      令和８年３月３日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

照明、電源タップを取り付けたテーブル 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 
オフィス用テーブルに LED照明、コード付き電源タップを取り付けたもの。 

 

○構造、仕様、意匠 

 
テーブルは、天板が木製、脚及びフレームがスチール製のやぐらテーブル。 

LED照明は棒状の LEDユニット（灯具）と電源コードを組み合わせたもので、灯具はやぐら

テーブル上部のフレームにマグネット付きの樹脂製クリップで固定し、電源コードは上部

から脚に沿わせてクリップ等で固定する。 

コード付き電源タップは延長コードセットに相当するもので、電源タップはテーブルの

机上面のスチール製受け部品にはめ込んでマグネットで固定し、電源コードは脚に沿わせ

てクリップ等で固定する。 

 

LED照明、コード付き電源タップはそれぞれオプション品で、梱包箱は別。 

 

○主な使用者、販売先 

 

 一般消費者、企業等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 
LED照明を併せて販売する場合は「電灯付家具」、コード付き電源タップを併せて販売する

場合は「コンセント付家具」として取り扱う。 

 

（理由） 

LED照明あるいはコード付き電源タップを取り付けることを前提に設計された

もので、一般的には家具に固定して使用することを想定しているものであると考

えられることから、「家具」で対象として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 

 


